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(57)【要約】
【課題】本開示は、面ファスナーを用いることなく、作
業用フードを顔にフィットさせつつ顔を露出させること
の可能な作業用フードの提供を目的とする。
【解決手段】本開示は、着用者の頭部を覆いつつ、顔の
少なくとも一部を露出させる開口部１１を有する作業用
フード１であって、作業用フード１は、全体をニット素
材で形成され、開口部１１の周縁に配置され、開口部１
１の周方向に伸縮するニット素材で形成された縁取り布
１３と、着用者の頭上部を覆い、頭上部の周方向３１に
伸縮するニット素材で形成された環状ベルト布１２と、
を備える作業用フードである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
着用者の頭部を覆いつつ、顔の少なくとも一部を露出させる開口部を有する作業用フード
であって、
　前記作業用フードは、全体をニット素材で形成され、
　前記開口部の周縁に配置され、前記開口部の周方向に伸縮するニット素材で形成された
縁取り布と、
　前記着用者の頭上部を覆い、前記頭上部の周方向に伸縮するニット素材で形成された環
状ベルト布と、
　を備える作業用フード。
【請求項２】
　前記着用者の頭頂部を覆い、前記着用者の側頭部をつなぐ方向に対して伸縮するニット
素材で形成される頭頂部押え布をさらに備える請求項１に記載の作業用フード。
【請求項３】
　前記縁取り布は、
　前記着用者の額を覆う縁取り布上部と、
　前記着用者の顎の少なくとも一部を覆う縁取り布下部と、
　前記着用者のこめかみ付近で前記縁取り布上部及び前記縁取り布下部を接合する接合部
と、
　を備える請求項１又は２に記載の作業用フード
【請求項４】
　前記接合部における前記縁取り布上部と前記縁取り布下部とのなす角が略９０°である
、
　請求項３に記載の作業用フード。
【請求項５】
　一端が前記接合部付近の前記縁取り布上部に固定され、他端が前記接合部付近の前記縁
取り布下部に固定され、前記一端と前記他端との間に眼鏡のテンプルが挿通可能な補助布
部をさらに備える、
　請求項３又は４に記載の作業用フード。
【請求項６】
　前記縁取り布及び前記環状ベルト布に隣接して配置され、前記頭上部の周方向と平行な
方向に伸縮するニット素材で形成されるフード布部と、
　前記フード布部に配置され、マスクのかけ紐を係止するマスク掛け部と、
　をさらに備える、
　請求項１から５のいずれかに記載の作業用フード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、作業用フードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造作業、医薬品製造作業及び食品製造作業といった清潔さを要求される作業に
あっては、頭髪などの異物の製品への混入を防止するため、頭部を完全に覆う作業用フー
ドが使用されている（例えば、特許文献１参照。）。特許文献１の作業用フードは、顔の
両脇から下垂する２枚の布を、面ファスナーやテープ生地と一体になったスナップボタン
などの留め具を用いて顎付近で固定することによって、作業用フードを顔にフィットさせ
つつ顔を露出させる構成となっていた。
【０００３】
　面ファスナーなどの留め具は、凹凸があるため、洗濯時に洗濯槽内のゴミが凹凸部にか
らまる。この状態で作業用フードを使用すると、留め具の固着が甘くなるため、作業時に
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留め具が外れる可能性がある。また、作業時に留め具の凹凸部に吸着したゴミがはがれる
と、異物混入につながる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１０６３８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示は、面ファスナーなどの留め具を用いることなく、作業用フードを顔にフィット
させつつ顔を露出させることの可能な作業用フードの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示に係る作業用フードは、着用者の頭部を覆いつつ、顔の少なくとも一部を露出さ
せる開口部を有する作業用フードであって、前記作業用フードは、全体をニット素材で形
成され、前記開口部の周縁に配置され、前記開口部の周方向に伸縮するニット素材で形成
された縁取り布と、前記着用者の頭上部を覆い、前記頭上部の周方向に伸縮するニット素
材で形成された環状ベルト布と、を備える。
【０００７】
　本開示に係る作業用フードでは、前記着用者の頭頂部を覆い、前記着用者の側頭部をつ
なぐ方向に対して伸縮するニット素材で形成される頭頂部押え布をさらに備えていてもよ
い。
【０００８】
　本開示に係る作業用フードでは、前記縁取り布は、前記着用者の額を覆う縁取り布上部
と、前記着用者の顎の少なくとも一部を覆う縁取り布下部と、前記着用者のこめかみ付近
で前記縁取り布上部及び前記縁取り布下部を接合する接合部と、を備えていてもよい。
　ここで、前記接合部における前記縁取り布上部と前記縁取り布下部とのなす角が略９０
°であってもよい。
【０００９】
　本開示に係る作業用フードでは、一端が前記接合部付近の前記縁取り布上部に固定され
、他端が前記接合部付近の前記縁取り布下部に固定され、前記一端と前記他端との間に眼
鏡のテンプルが挿通可能な補助布部をさらに備えていてもよい。
【００１０】
　本開示に係る作業用フードでは、前記縁取り布及び前記環状ベルト布に隣接して配置さ
れ、前記頭上部の周方向と平行な方向に伸縮するニット素材で形成されるフード布部と、
前記フード布部に配置され、マスクのかけ紐を係止するマスク掛け部と、をさらに備えて
いてもよい。
【００１１】
　なお、上記各開示は、可能な限り組み合わせることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示によれば、面ファスナーなどの留め具を用いることなく、作業用フードを顔にフ
ィットさせつつ顔を露出させることの可能な作業用フードを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本開示の実施形態に係る作業用フードの一例を示す正面図である。
【図２】本開示の実施形態に係る作業用フードの一例を示す側面図である。
【図３】ニット構造の一例を示す模式図である。
【図４】本開示の実施形態に係る作業用フードを頭部に装着して使用した状態（眼鏡をか
けた場合）を示した模式図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本開示
は、以下に示す実施形態に限定されるものではない。これらの実施の例は例示に過ぎず、
本開示は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した形態で実施することができる
。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すもの
とする。
【００１５】
　図１及び図２に、実施形態に係る作業用フードの構成の一例を示す。実施形態に係る作
業用フード１は、着用者の頭部を覆いつつ、顔の少なくとも一部を露出させる開口部１１
を有する。顔の少なくとも一部は、鼻及び目を含む。開口部１１は、口を露出させてもよ
い。
【００１６】
　作業用フード１は、全体をニット素材で形成される。これにより、実施形態に係る作業
用フード１は、特定の方向に伸縮性を有するニット素材を用いることで、作業用フード１
の過度の変形を防ぎつつ、作業用フードを着用者の頭部にフィットさせることができる。
【００１７】
　ニット素材は、例えば、図３に示すような、地の目の横方向ＤＨを長手方向とする横編
みのニット構造の布地である。このようなニット構造は、横方向ＤＨに対する伸縮性が良
好である。横編みの組織としては、特に制限はなく、例えば、図３に示す平編みのほか、
リブ編み、ゴム編み、パール編み等の従来公知の組織を採用することができる。
【００１８】
　ニット素材を構成する繊維は、汗等の水分を吸収するよう、親水性繊維を含むことが好
ましい。親水性線維は、例えば、綿、レーヨン、親水性の高い合成繊維である。親水性の
高い合成繊維は、例えば親水基を含むポリエステル素材であるボディオアシス（登録商標
）である。ボディオアシス（登録商標）は、親水性が高くかつ膨潤しないため、汗や水分
を吸収して素速く発散することができる。また、ニット素材を構成する繊維は、肌表面の
熱が拡散するよう、エバールなどの熱伝導性の高い繊維を含むことが好ましい。
【００１９】
　作業用フード１は、環状ベルト布１２、縁取り布１３、頭頂部押え布１４、及びフード
布部１５を備える。
【００２０】
　縁取り布１３は、開口部１１の周縁に配置され、開口部１１の周方向３２に伸縮するニ
ット素材で形成されている。例えば、ニット構造の横方向ＤＨが開口部１１の周方向３２
に沿って配置されている。これによって、実施形態に係る作業用フード１は、面ファスナ
ーなどの留め具を用いることなく、作業用フード１を顔にフィットさせつつ顔を露出させ
ることができる。
【００２１】
　縁取り布１３は、縁取り布上部１３１及び縁取り布下部１３２で形成されていることが
好ましい。縁取り布上部１３１は、着用者の額部を覆い、開口部１１の周方向３２ａに伸
縮する。縁取り布下部１３２は、着用者の顎部の少なくとも一部を覆い、開口部１１の周
方向３２ｂに伸縮する。縁取り布上部１３１及び縁取り布下部１３２は、着用者のこめか
み付近で接合されている。接合部における縁取り布上部１３１と縁取り布下部１３２との
成す開口部１１側の角θは、略９０°であり、７０～９０°程度であることが好ましい。
このように、縁取り布上部１３１および縁取り布下部１３２を配置することで、縁取り布
１３が円形になることを防止して着用者の広い視野を確保すると共に、面ファスナーなど
の留め具を使用することなく開口部１１に露出する着用者の顔にフィットすることができ
る。
【００２２】
　縁取り布１３は、着脱の度に大きく伸縮するため、ニット素材の伸縮性が維持されるよ
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う、複数のニット素材が重ねられていることが好ましい。この場合、顔の汗が効率よく吸
収されるよう、親水性繊維の多く含まれている面が表面になるように重ねられていること
が好ましい。
【００２３】
　環状ベルト布１２は、頭上部全体を覆うように配置され、頭上部の周方向３１に伸縮可
能である。頭上部は、前頭部、側頭部、後頭部を含む。環状ベルト布１２は、頭上部の周
方向３１に伸縮可能である。例えば、ニット構造の横方向ＤＨが頭上部の周方向３１に配
置されている。これによって、作業用フード１を着用者の頭部にフィットさせることがで
きる。作業用フード１を装着した場合に、適度なフィット感を維持し、長い間使用しても
不快感を与えることがない。環状ベルト布１２の幅は、作業用フード１のサイズにより適
宜決定すればよいが、おおむね２～８ｃｍ程度とすればよい。環状ベルト布１２は、後頭
部で接合されていることが好ましい。
【００２４】
　実施形態に係る作業用フード１は、縁取り布１３が開口部１１の周方向３２に伸縮し、
環状ベルト布１２が頭上部の周方向３１に伸縮するため、頭からかぶるだけで、作業用フ
ード１を顔及び頭部にフィットさせることができる。このため、面ファスナーなどの留め
具を用いてフードを顔や頭にフィットさせる必要がないため、誰でも簡単に作業用フード
１を着用することができる。
【００２５】
　頭頂部押え布１４は、着用者の頭頂部を覆い、冠状面すなわち側頭部の方向３３に対し
て伸縮可能である。頭頂部押え布１４の伸縮方向が側頭部の方向３３に制限され、前頭部
及び後頭部の方向に伸縮しないことによって、環状ベルト布１２を頭上部に保持すること
ができる。そして、頭頂部押え布１４が側頭部方向３３に伸縮することによって、着用者
の頭頂部に対するフィット感が増す。
【００２６】
　フード布部１５は、環状ベルト布１２および縁取り布１３に隣接して配置され、周方向
３４に対して伸縮するニット素材で形成される。例えば、ニット構造の横方向ＤＨが周方
向３４に配置されている。フード布部１５の後頭部の位置に、周方向３４に伸縮するゴム
が配置されていることが好ましい。これによって、着用者の頭部に対するフィット感を高
めることが可能である。
【００２７】
　実施形態に係る作業用フード１は、つば部２２を備えてもよい。つば部２２は、環状ベ
ルト布１２と縁取り布上部１３１の間に配置される円弧状で、長さは縁取り布１３よりも
短い。つば部２２を備えることによって、強い光や埃などから着用者の目を守る効果もあ
る。また、つば部２２の曲率を着用者の額部の曲率に近づけることによって、額部を固定
してフードが動くのを防止する効果もある。
【００２８】
　実施形態に係る作業用フード１は、マスク掛け部２３を備えることが好ましい。マスク
掛け部２３を備えることによって、着用者が容易にマスクをかけることが可能になる。マ
スク掛け部２３は、フード布部１５に配置され、マスクのかけ紐を係止する。このとき、
マスク掛けのパーツとしては、たとえば、ボタン、突起、金具、などが挙げられる。
【００２９】
　実施形態に係る作業用フード１は、補助布部２１を備えることが好ましい。図４に、着
用者が作業用フード１を着用した状態を示す。補助布部２１は、縁取り布上部１３１およ
び縁取り布下部１３２の接合部に配置され、一端が縁取り布上部１３１の結合部２１ａに
て縫い合わされ、他端が縁取り布下部１３２の結合部２１ｂにて縫い合わされて固定され
ていることによって、縁取り布上部１３１及び縁取り布下部１３２をより開口部１１側に
近づけることができる。また、補助布部２１のフィット感を高めるため、結合部２１ｃ及
び結合部２１ｄにて縫い合わせてもよい。なお、結合部２１ｃと結合部２１ｄとの間に挿
通部２１ｅがあり、眼鏡４のテンプルが挿通可能になっている。眼鏡４のテンプルを挿通
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用することが可能である。
【００３０】
　関連技術で作業用フードに用いられる生地は、テトロン（登録商標）とコットン（綿）
を混紡したＴＣ（ＴＣ：Ｔｅｔｏｒｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｔｔｏｎ）（Ｔｅｔｏｒｏｎは登
録商標）生地で形成されている。ＴＣ生地は、毛髪を通さない程度の密な構造を有するた
め、通気性が悪く、熱がこもりやすく、着用者のストレスの原因となることがあった。一
方、実施形態に係る作業用フード１は、ニット素材で形成されるため、通気性に優れ、フ
ード内の頭部の熱が常温に近い状態に保てるため、着用者のストレスを軽減することがで
きる。
【００３１】
　加えて、実施形態に係る作業用フード１は、フィット感を生地全体で支えているため、
強度的に強い。また、ニット素材では生地自体が伸縮するため、他力に依る締め付けがな
くてもニット素材だけで、フィット感が得られるスッポリかぶるタイプの縫製が出来る。
また、ニット構造は洗濯における耐久性も良好であるため、数回の洗濯で伸縮性が劣化す
ることもなく、作業用フード１に良好なフィット感を長い期間付与することができる。
【００３２】
　作業用フードのサイズがＭ、Ｌ、ＬＬとある場合、ＴＣ生地は伸縮性がないため、Ｍと
Ｌサイズの間などのサイズの中間の大きさの頭部を持つ着用者は、自分の頭部よりも大き
いＬサイズの作業用フードを用いることとなる。このため、作業用フードと頭部の間に隙
間が生じ、異物混入の原因となる。一方、実施形態に係る作業用フード１は、頭部サイズ
がＭとＬの中間の人は、Ｍサイズの生地が伸びるため、Ｍサイズとしてぴったりと隙間な
くかぶることができる。
【００３３】
　実施形態に係る作業用フード１は、面ファスナーを使用しないでニット生地のみで構成
されていることによって、クリーニングなどでゴミのたまりが附着しない。そのため、作
業時にクリーニングで附着したゴミが、作業時に異物として混入することはない。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本開示の作業用フードは、例えば、半導体、食品、医薬品等の製造作業時における作業
用フードに適用することができる。
【符号の説明】
【００３５】
　　１：作業用フード
　　１１：開口部
　　１２：環状ベルト布
　　１３：縁取り布
　　１３１：縁取り布上部
　　１３２：縁取り布下部
　　１４：頭頂部押え布
　　１５：フード布部
　　２１：補助布部
　　２２：つば部
　　２３：マスク掛け部
　　４：眼鏡
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